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第５５号議案 

 

平成２６年度（平成２５年度事業分）教育委員会の権限に属する  

事務の管理及び執行の状況にかかる点検及び評価について 

 

平成２６年度（平成２５年度事業分）教育委員会の権限に属する事務の管

理及び執行の状況にかかる点検及び評価については、別紙報告書のとおりと

する。 

 

平成２６年８月８日提出 

 

                  島原市教育委員会  

                  教育長 宮原 照彦 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条の規定に基づき、平

成２５年度中の教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況につ

いて自己点検及び評価を行い、その結果を報告書にまとめ市議会に提出し、

公表するものである。 
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《参 考》 

 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律  

 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）  

第２７条  教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定によ

り教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第３項の規定

により事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状

況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会

に提出するとともに、公表しなければならない。  

２  教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経

験を有する者の知見の活用を図るものとする。  
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第５６号議案 

 

 

   平成２７年度使用島原市立小学校教科書採択について 

 

 

 平成２７年度使用島原市立小学校教科書採択について議決を求める。 

      

 

 

 

 

平成２６年８月８日提出 

 

                  島原市教育委員会 

      

               教育長 宮原 照彦 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由 

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２３条第６号、及び義務教育書学校の教科

用図書の無償措置に関する法律第１２条、第１３条第４項の規定により、平成２７年度使

用島原市立小学校教科書採択について提出するものである。 
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（参考） 

 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

 

 （教育委員会の職務権限） 

第２３条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管

理し、及び執行する。 

六 教科書その他の教材の取扱いに関すること。 

 

○義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律（抜粋） 

  

（採択地区） 

第１２条 都道府県の教育委員会は、当該都道府県の区域について、市若しくは郡の区域又はこれ

らの区域をあわせた地域に、教科用図書採択地区（以下この章において「採択地区」とい

う。）を設定しなければならない。 

 

 （教科用図書の採択） 

第１３条 都道府県内の義務教育諸学校（都道府県立の義務教育書学校を除く。）において使用す

る教科用図書の採択は、第十条の規定によって当該都道府県の教育委員会が行う指導、助

言又は援助により、種目（教科用図書の教科ごとに分類された単位をいう。以下同じ。）

ごとに一種の教科用図書について行うものとする。 

 

 第４項 第１項の場合において、採択地区が二以上の市町村の区域をあわせた地域であるときは、

当該採択地区内の市町村立の小学校及び中学校において使用する教科用図書については、

当該採択地区内の市町村立の教育委員会は協議して種目ごとに同一の教科用図書を採択

しなければならない。   


